
109129_概要版_11pt_09.indd   2 2019/04/19   13:22:56



　地域福祉とは

　品川区がめざす地域共生社会

　計画策定の趣旨

少子高齢化、核家族化等により、生活スタイルや価値観が多様化する一方で、地域のつな
がりは希薄化しています。
地域福祉とは、手助けや支援を必要とする人たちが抱える課題に対し、高齢者、障害者、
子どもといった対象者ごとでなく、自分たちが住んでいる地域で、一人ひとりがその人らしい
生活を送れるように地域住民や事業者、行政が協力し、支え合う取り組みのことです。

身近な地域において、子どもから高齢者、障害者などすべての人がお互いに支え合い、公
的なサービスだけでなく、福祉的・医療的サービスの事業者や地域団体などにより構成される
区民全体が連携し、協力し合う社会をめざします。

地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条に基づき、区市町村が策定しています。
本計画は、地域住民、関係機関・団体、福祉や医療サービスの事業者、区等
のすべての区民が、地域福祉に関わる活動や取り組みを行うことにより、住み
慣れた地域で安心して暮らしていくことをめざす計画です。

※本計画は、「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定について（2014（平成 26）年
　3 月26日厚生労働省通知）」に基づき「生活困窮者自立支援方策」を盛り込んでいます。

クリニック

地域で見守る　地域で支える

町会・自治会
青少年対策
地区委員

区、社会福祉協議会、
警察、消防など

公的なサービス

福祉的サービス

社会福祉法人、ＮＰＯ法人、
民間福祉事業者など

青少年委員

商店街、PTA、ボランティア、ＮＰＯ法人、
シルバー人材センター、

市民後見人、企業、公共交通機関など

健康づくり
推進委員

本人・家族
高齢者クラブ

民生委員・
児童委員

地　域

病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、
医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪問
看護ステーションなど

医療的サービス

図　地域共生社会のイメージ
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2019（平成 31）年度 ~ 2023 年度（５年間）

　計画の位置付け

　基本理念・基本目標

　計画期間

【基本理念】誰もが 自分らしく やさしさをもって 暮らせるまち
【基本目標】
○多様性を認め合う意識を醸成する
　　区民一人ひとりがお互いの違いを認め合う気持ちをはぐくみ、思いやりのまちをめざします。
○地域のつながりを再構築する
　　地域の支え合いや関係機関等の連携などにより、孤立や孤独のないまちをめざします。
○誰もが役割を持ち、参画できる地域社会をつくる
　　区民一人ひとりが日常的な交流や社会参加を通じ役割を持つことで、
　　いきいきと暮らし、活躍できるまちをめざします。

本計画は、福祉の推進の方向性を示す総合的な計画とするため、区の上位計画である「品
川区基本構想・長期基本計画」のもとに、各分野の個別計画を横断的につなぎ、各計画に共
通して必要になる基本的な考え方を示すものです。さらに、その他の関連計画とも緊密な連
携を図っていきます。

本計画がめざす理想の地域の姿を「基本理念」とし、その理念を達成するために必要な要
素を「基本目標」として定めます。
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第 3期品川区地域福祉計画
（「品川区すべての人にやさしい
　 まちづくり推進計画」を統合）

各分野共通して取組むべき事項
生活にお困りの方と家庭に関すること

図　計画の位置付け
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　地域福祉におけるユニバーサルデザインとバリアフリーの考え方

１．バリアフリーからユニバーサルデザインへ
バリアフリーは、高齢者や障害者などに対する日常生活や社会生活の中でバリア（障壁）を
取り除いていこうという考え方です。
それに対し、ユニバーサルデザインとは、「年齢、性別、人種、個人の能力等にかかわらず、
はじめからすべての人ができる限り利用可能なように製品や建物、環境をデザインする」とい
う考え方です。バリアフリーとして展開してきたものをさらに広く捉えていますが、誰もが暮ら
しやすい社会をつくるという点では、同様の意味で用いられることも多くあります。

２．区の取り組み
区では、ユニバーサルデザインの考え方を基本に、すべての人にとって暮らしやすいまちづ

くりをめざしています。

（１）心のバリアフリーの推進
　　困っている人を見かけたときに皆が協力して手助けできるとともに、困っている人からも
手助けを求めやすい社会をめざします。

　　また、「障害者差別解消法」の普及啓発にも取り組んでいきます。

（２）面的なバリアフリー化の推進
　　施設の整備やその移動手段の改善を組み合わせ、点や線の整備から面的・重点的な広
がりを持ったバリアフリー化を進めていきます。

（３）情報のバリアフリーの推進
　　すべての人に、必要なときに必要な情報が入手できるような環境整備に取り組んでいきます。

ダミー
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　地域福祉で取り組むべき今後の重点課題

アンケート調査や地区懇談会、策定委員会によるご意見等からみえてきた課題を次のように
まとめました。

■ 偏見や差別のない地域づくり
地域のつながりが希薄化する中、近隣住民同士の日頃のあいさつなどによる
顔の見える関係の地域づくりが課題となっています。偏見や差別を許さない
意識づくりや地域づくりのために、人権や思いやりなどについて考える場を
拡充するとともに、困難な問題を抱える人たちに対する理解を深めていくこと
が求められています。

■ 地域活動の担い手の発掘・育成
地域活動やボランティア活動においては、運営者や参加者の固定化や高齢化
が課題となっています。地域福祉やボランティアに興味や関心を持ちながら、
現在、活動に参加していない人が、楽しみややりがいを感じながら地域の活
動に参加し、担い手の輪が広がるようなきっかけづくりが求められています。

■ 包括的な相談支援体制の充実
住民が抱える生活課題は多様で複合的になっており、ほかの人からは見えに
くいものです。地域における孤立や孤独をなくし、孤立死や虐待を未然に防
ぐためには、住民同士が日頃から声をかけ合い、何かあったときに相談し合
う関係を築くことが大切です。地域の様々な問題を受け止め、適切な解決を
図るため、区や専門機関等の横断的な連携の強化や、包括的な相談支援体
制の充実が求められています。
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施策の体系
　　　　　  【施策】 　 　※太字は重点 【具体策】

２） 生活支援コーディネーターによる地域特性等の把握 地域特性等の把握

（５） 生活支援等福祉サービスの充実 １） 地域の人材による支援活動の充実 制度の対象とならない人への対応、すけっと品川養成講座の実施

２） 生活困窮者等の自立への相談支援 生活困窮者自立支援事業の実施

２） 高齢者等の住まいの確保 高齢者住宅生活支援サービス、居住に関する支援のしくみの検討

１） 成年後見制度の利用促進・サービスの拡充 成年後見サービスの拡充、市民後見人養成事業の充実

（４） 自立のための環境づくり １） 障害者等の就労移行の支援強化 障害者就労支援センターの充実

3. 適切な
　支援に
　つながる
　しくみを
　つくる

（１） 包括的な相談支援体制の充実 １） 妊娠・出産・育児の切れ目のない包括的な支援の充実 しながわネウボラネットワークの充実
２） 高齢者等の相談支援体制の充実 在宅介護支援センターの充実、支え愛・ほっとステーションの充実
３） 障害者の相談支援体制の充実 相談拠点の整備、精神障害者の地域生活支援、療育支援体制の強化、発達障害・思春期サポート事業の実施、地域生活支援拠点の整備

２） 地域における虐待防止・早期発見のしくみの連携強化 区立児童相談所設置に向けた検討、しながわ見守りほっとラインの実施、品川区虐待防止ネットワーク推進協議会の開催、
要保護児童対策地域協議会の開催

（３） 安心して住むための支援の充実 １） 高齢者、障害者等へのアウトリーチの実施 認知症初期集中支援事業の実施、地域生活安定化支援事業の実施

４） メンタルヘルス対策の充実 こころの健康相談、精神専門医相談、精神保健講演会の実施、ゲートキーパー養成研修の実施

（２） 虐待防止と権利擁護の推進

３） 道路通行や交通安全のルールとマナーの徹底 放置自転車防止の啓発活動、交通安全講習会等の開催
４） 多様な外出の支援 移動支援サービスの充実、手話通訳者等コミュニケーション手段の充実

１） 情報のバリアフリーの推進 支援を必要とする人への情報提供体制の充実、まちなかの案内の充実、バリアフリーマップの充実
２） 公共施設等におけるユニバーサルデザインやバリアフリーの推進 バリアフリー計画に基づく面的バリアフリーの推進、歩道のバリアフリー化の推進

１） ひきこもり等困難を有する子ども・若者への居場所づくり 子ども若者応援フリースペースの開設
２） 生活困窮者等世帯への学習等の支援 生活困窮者等世帯への学習等支援、子どもの未来応援プロジェクト

１） ボランティア活動への参加の促進 ボランティア情報の収集・発信、ボランティア団体・企業等の活動の支援

２） 高齢者・障害者等の社会参加の促進 高齢者多世代交流支援施設等の有効活用、高齢者社会参加促進支援事業の実施、地域貢献ポイント事業の拡充、
高年齢者の就業支援、障害者地域生活支援事業の実施

１） サロン活動の拡充 ほっと・サロンの運営支援・拡充、認知症カフェ等の拡充、親子サロンの実施、子育て交流サロンの実施

２） 地域の中で子どもを育てる拠点の整備 子ども食堂の開設・運営支援、しながわ子ども食堂ネットワークの充実

１） 地域団体等の連携支援 支え愛活動会議等の充実

２） 募金・寄附金等の有効活用 共同募金・地域振興基金の有効活用

2. 地域で
  いきいきと
  暮らせる
  まちを
  つくる

（１）地域活動等の活性化

（２）多世代による支え合いの地域づくり

（３）社会参加を通じた生活の質の向上

（４）様々な生きづらさを持つ子ども・
         若者への支援

（５）外出しやすいまちづくり 

品川区要配慮者支援体制の充実
４） 個人情報の適切な活用と保護の周知 地域福祉活動における個人情報の取り扱いの周知

高齢者等地域見守りネットワーク事業の充実、品川くるみ高齢者見守りネットワークの充実

ダイバーシティとインクルージョンの推進

２） 認知症サポーター養成の充実 認知症サポーター養成事業の実施

（３）地域による見守り体制の充実 １） 民生委員・児童委員による見守り活動

２） 障害者等への配慮の深化 障害者差別解消法の普及啓発、ユニバーサルデザインやおたがいさま運動の普及啓発

（２）生活の中での気づきの促進 １） PTA等による地域の子どもの見守り活動 83（ハチサン）運動の実施

民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり

【施策の柱】 【施策の方向性】

1. 気づく心
  とつなげる
  気持ちを
　はぐくむ

（１）相互理解の促進 １） 多様性を認め合う意識づくり

２） 高齢者等を地域で見守るネットワークづくり
３） 災害時助け合いのしくみの充実
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２） 生活困窮者等の自立への相談支援 生活困窮者自立支援事業の実施

２） 高齢者等の住まいの確保 高齢者住宅生活支援サービス、居住に関する支援のしくみの検討

１） 成年後見制度の利用促進・サービスの拡充 成年後見サービスの拡充、市民後見人養成事業の充実

（４） 自立のための環境づくり １） 障害者等の就労移行の支援強化 障害者就労支援センターの充実

3. 適切な
　支援に
　つながる
　しくみを
　つくる

（１） 包括的な相談支援体制の充実 １） 妊娠・出産・育児の切れ目のない包括的な支援の充実 しながわネウボラネットワークの充実
２） 高齢者等の相談支援体制の充実 在宅介護支援センターの充実、支え愛・ほっとステーションの充実
３） 障害者の相談支援体制の充実 相談拠点の整備、精神障害者の地域生活支援、療育支援体制の強化、発達障害・思春期サポート事業の実施、地域生活支援拠点の整備

２） 地域における虐待防止・早期発見のしくみの連携強化 区立児童相談所設置に向けた検討、しながわ見守りほっとラインの実施、品川区虐待防止ネットワーク推進協議会の開催、
要保護児童対策地域協議会の開催

（３） 安心して住むための支援の充実 １） 高齢者、障害者等へのアウトリーチの実施 認知症初期集中支援事業の実施、地域生活安定化支援事業の実施

４） メンタルヘルス対策の充実 こころの健康相談、精神専門医相談、精神保健講演会の実施、ゲートキーパー養成研修の実施

（２） 虐待防止と権利擁護の推進

３） 道路通行や交通安全のルールとマナーの徹底 放置自転車防止の啓発活動、交通安全講習会等の開催
４） 多様な外出の支援 移動支援サービスの充実、手話通訳者等コミュニケーション手段の充実

１） 情報のバリアフリーの推進 支援を必要とする人への情報提供体制の充実、まちなかの案内の充実、バリアフリーマップの充実
２） 公共施設等におけるユニバーサルデザインやバリアフリーの推進 バリアフリー計画に基づく面的バリアフリーの推進、歩道のバリアフリー化の推進

１） ひきこもり等困難を有する子ども・若者への居場所づくり 子ども若者応援フリースペースの開設
２） 生活困窮者等世帯への学習等の支援 生活困窮者等世帯への学習等支援、子どもの未来応援プロジェクト

１） ボランティア活動への参加の促進 ボランティア情報の収集・発信、ボランティア団体・企業等の活動の支援

２） 高齢者・障害者等の社会参加の促進 高齢者多世代交流支援施設等の有効活用、高齢者社会参加促進支援事業の実施、地域貢献ポイント事業の拡充、
高年齢者の就業支援、障害者地域生活支援事業の実施

１） サロン活動の拡充 ほっと・サロンの運営支援・拡充、認知症カフェ等の拡充、親子サロンの実施、子育て交流サロンの実施

２） 地域の中で子どもを育てる拠点の整備 子ども食堂の開設・運営支援、しながわ子ども食堂ネットワークの充実

１） 地域団体等の連携支援 支え愛活動会議等の充実

２） 募金・寄附金等の有効活用 共同募金・地域振興基金の有効活用

2. 地域で
  いきいきと
  暮らせる
  まちを
  つくる

（１）地域活動等の活性化

（２）多世代による支え合いの地域づくり

（３）社会参加を通じた生活の質の向上

（４）様々な生きづらさを持つ子ども・
         若者への支援

（５）外出しやすいまちづくり 

品川区要配慮者支援体制の充実
４） 個人情報の適切な活用と保護の周知 地域福祉活動における個人情報の取り扱いの周知

高齢者等地域見守りネットワーク事業の充実、品川くるみ高齢者見守りネットワークの充実

ダイバーシティとインクルージョンの推進

２） 認知症サポーター養成の充実 認知症サポーター養成事業の実施

（３）地域による見守り体制の充実 １） 民生委員・児童委員による見守り活動

２） 障害者等への配慮の深化 障害者差別解消法の普及啓発、ユニバーサルデザインやおたがいさま運動の普及啓発

（２）生活の中での気づきの促進 １） PTA等による地域の子どもの見守り活動 83（ハチサン）運動の実施

民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり

【施策の柱】 【施策の方向性】

1. 気づく心
  とつなげる
  気持ちを
　はぐくむ

（１）相互理解の促進 １） 多様性を認め合う意識づくり

２） 高齢者等を地域で見守るネットワークづくり
３） 災害時助け合いのしくみの充実
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要保護児童対策地域協議会の開催

（３） 安心して住むための支援の充実 １） 高齢者、障害者等へのアウトリーチの実施 認知症初期集中支援事業の実施、地域生活安定化支援事業の実施
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２） 公共施設等におけるユニバーサルデザインやバリアフリーの推進 バリアフリー計画に基づく面的バリアフリーの推進、歩道のバリアフリー化の推進

１） ひきこもり等困難を有する子ども・若者への居場所づくり 子ども若者応援フリースペースの開設
２） 生活困窮者等世帯への学習等の支援 生活困窮者等世帯への学習等支援、子どもの未来応援プロジェクト
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２） 高齢者・障害者等の社会参加の促進 高齢者多世代交流支援施設等の有効活用、高齢者社会参加促進支援事業の実施、地域貢献ポイント事業の拡充、
高年齢者の就業支援、障害者地域生活支援事業の実施

１） サロン活動の拡充 ほっと・サロンの運営支援・拡充、認知症カフェ等の拡充、親子サロンの実施、子育て交流サロンの実施

２） 地域の中で子どもを育てる拠点の整備 子ども食堂の開設・運営支援、しながわ子ども食堂ネットワークの充実

１） 地域団体等の連携支援 支え愛活動会議等の充実

２） 募金・寄附金等の有効活用 共同募金・地域振興基金の有効活用

2. 地域で
  いきいきと
  暮らせる
  まちを
  つくる

（１）地域活動等の活性化

（２）多世代による支え合いの地域づくり

（３）社会参加を通じた生活の質の向上

（４）様々な生きづらさを持つ子ども・
         若者への支援

（５）外出しやすいまちづくり 

品川区要配慮者支援体制の充実
４） 個人情報の適切な活用と保護の周知 地域福祉活動における個人情報の取り扱いの周知

高齢者等地域見守りネットワーク事業の充実、品川くるみ高齢者見守りネットワークの充実

ダイバーシティとインクルージョンの推進

２） 認知症サポーター養成の充実 認知症サポーター養成事業の実施

（３）地域による見守り体制の充実 １） 民生委員・児童委員による見守り活動

２） 障害者等への配慮の深化 障害者差別解消法の普及啓発、ユニバーサルデザインやおたがいさま運動の普及啓発

（２）生活の中での気づきの促進 １） PTA等による地域の子どもの見守り活動 83（ハチサン）運動の実施

民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり

【施策の柱】 【施策の方向性】

1. 気づく心
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  気持ちを
　はぐくむ

（１）相互理解の促進 １） 多様性を認め合う意識づくり

２） 高齢者等を地域で見守るネットワークづくり
３） 災害時助け合いのしくみの充実
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地域で暮らす人には、年齢、性別、出身地、国籍、人種、文化など、様々な違いがありま
す。そういった違いから、とまどいや不安を感じる人がいます。
品川区は、近年、生活のしやすさ、子育てのしやすさなどから、子育て世代の転入も多く、

また、国際化の進展により、外国人居住者も増加しており、区全体の人口も増加しています。
一人ひとりが、周りの人や地域に関心を持ち、お互いに理解を深めることが地域福祉の最
初の一歩となります。そこから、地域のつながりが生まれ、自分のできる範囲で周りの人の困
りごとを「我が事」と感じて、関わっていくことで地域が活性化していきます。

施策の柱１．  気づく心とつなげる気持ちをはぐくむ

つなげる
広げる

関わる

気づく

関心を
もつ

関心を
もつ

ちょっとした手助け、困りごとの解
決から、地域ぐるみでの「お互いさ
まの関係づくり」が始まります。

困ったときに助けてもら
う。困っている人に手助け
できることがないか声を
かける。関わることで理解
が進みます。

まちなかでの周囲の人への配慮、
気遣いも大切な心がけです。

近所の人、自分の地
域に関心を持つこと
が地域福祉の最初の
一歩です。

背景とねらい

■気づきのイメージ
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　○様々な偏見や差別の解消のための相互理解の機会を充実させる。

　○日常の近隣のつながりにより、地域において孤立している人・家庭を少なくする。

　○まちなかで、あいさつや困っている人への声かけがあたりまえになる地域をつくる。

　○区民や事業者が地域福祉を学べる機会を提供します。

　○ゆるやかに見守り合う地域となるよう支援します。

新しく転居されてきた
近隣の方と関係を築くのが

難しいです。

近所の高齢者の方が
登下校中の子どもたちにいつも
あいさつをしてくれて安心して

暮らせています。

人と関わるのが
苦手な人がいることも
わかってほしいです。

まちなかで「何か
手伝えることはありますか？」
と声をかけてもらえると

うれしいです。

区民・関係者の声 アンケートや懇談会等でいただいた
ご意見から一部抜粋させていただきました。

地域の課題

計画期間中の区の目標

ダミー
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地域福祉を推進していく上で、まずは、地域に目を向け、周りの人に関心を持つことが大
切です。相手の立場や状況を理解し、お互いの個性を認め合い、偏見や差別がなくなるよう、
取り組みを進めていきます。

日常生活において、周囲の人に関心を持つことで、ほかの人のちょっとした困りごとに気づ
くことがあります。たとえば、いつも参加する趣味の活動の中で、参加者の様子に違ったとこ
ろがないかさりげなく見守る、まちなかで登下校時の子どもを見守るということも気づきにつ
ながります。83（ハチサン）運動や認知症サポーター養成などにより一人ひとりが無理のな
い範囲で、日常生活の中で気づく意識を広げていけるように周知していきます。

■支え合いのイメージ

方向性（１）　相互理解の促進

方向性（２）　生活の中での気づきの促進

施策の方向性

多世代交流

近所の子どもに囲碁
を教えて生活のハリ
になっています。

学校や家では
教えてもらえな
いことを教えて
もらえるよ。

見守り

おはよう

毎朝の会話が生活
リズムとなってい
て楽しいです。

普段からあいさつする
ことで近所の方のちょ
っとしたことに気がつ
きます。

おはよう
ございます

生活支援

ありがとう
ございます

おたがい
さまです

助け合い・支え合い

親子

Cさん宅

高齢者のみ世帯

Bさん宅

ひとり暮らし高齢者

Aさん宅

自分のごみを出す
ついでに行ってい
ます。お役に立てて
うれしいです。 

体がつらいときに
近所の方にごみ捨
てをお願いしてい
ます。

生活の中で、あるときは支え、また、あるときは支えられる、そうした関係により支え合いの輪が広がります。
自分も楽しみながら、自分に合った支え合いの活動を始めてみませんか？

ダミー
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区内では、町会・自治会、高齢者クラブ、民生委員・児童委員等により、地域でのゆるや
かな見守りの活動が根付いていますが、共働きなどで日中留守の世帯や高齢者のみの世帯が
増え、日頃の近所づきあいが希薄になることもあります。
緊急時や災害時などのいざというときだけでなく、普段から地域で安心して暮らしていくた
めに、日頃から地域ぐるみでの見守りや相談し合える関係性をつくることが大切です。区では、
地域住民の支え合いによる様々な見守りのネットワークのしくみの充実を図っていきます。

要配慮者を避難誘導する
訓練の様子

認知症の基礎知識などを掲載した
品川 “くるみ ” 認知症ガイド

方向性（３）　地域による見守り体制の充実
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地域福祉を推進していく上で、まずは、地域に目を向け、周りの人に関心を持つことが大
切です。相手の立場や状況を理解し、お互いの個性を認め合い、偏見や差別がなくなるよう、
取り組みを進めていきます。

日常生活において、周囲の人に関心を持つことで、ほかの人のちょっとした困りごとに気づ
くことがあります。たとえば、いつも参加する趣味の活動の中で、参加者の様子に違ったとこ
ろがないかさりげなく見守る、まちなかで登下校時の子どもを見守るということも気づきにつ
ながります。83（ハチサン）運動や認知症サポーター養成などにより一人ひとりが無理のな
い範囲で、日常生活の中で気づく意識を広げていけるように周知していきます。

■支え合いのイメージ

方向性（１）　相互理解の促進

方向性（２）　生活の中での気づきの促進

施策の方向性

多世代交流

近所の子どもに囲碁
を教えて生活のハリ
になっています。

学校や家では
教えてもらえな
いことを教えて
もらえるよ。

見守り

おはよう

毎朝の会話が生活
リズムとなってい
て楽しいです。

普段からあいさつする
ことで近所の方のちょ
っとしたことに気がつ
きます。

おはよう
ございます

生活支援

ありがとう
ございます

おたがい
さまです

助け合い・支え合い

親子

Cさん宅

高齢者のみ世帯

Bさん宅

ひとり暮らし高齢者

Aさん宅

自分のごみを出す
ついでに行ってい
ます。お役に立てて
うれしいです。 

体がつらいときに
近所の方にごみ捨
てをお願いしてい
ます。

生活の中で、あるときは支え、また、あるときは支えられる、そうした関係により支え合いの輪が広がります。
自分も楽しみながら、自分に合った支え合いの活動を始めてみませんか？

ダミー

9

109129_概要版_11pt_09.indd   9 2019/04/19   13:23:00



暮らしやすく安心な地域づくりのためには、周りの人とつながりを持つことが大切です。地
域のイベント、行事、お祭りなどに参加するだけでも、地域とのつながりを持つことになります。
現在、区内には、様々な地域活動の場と機会があり、多くの人が参加しています。今後も、
子どもから大人まで地域に暮らすすべての区民が、それぞれの役割を果たしながら、交流し、
困ったときには支え合って、皆がいきいきと暮らせるまちをつくることをめざしています。

施策の柱2．  地域でいきいきと暮らせるまちをつくる

ここに来ると
話し相手がいて
楽しいよ

そうですね

○○に
行きたいの
だけど…

大きく
なったね

こんにちは

ありがとう

お手伝い
しましょうか？

メニュー

こんにちは
今日は何？

こんにちは
今日はハヤシ
ライスだよ

どこに
行くのですか？

背景とねらい

■誰もがいきいきと過ごせるまちのイメージ
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　○地域活動やボランティア活動の輪を広げる。

　○身近で気軽に参加できるイベントやサロン（つどいの場）の開催を充実させる。

　○いろいろな経験や特技を持った人・団体間の連携のしくみをつくる。

　○高齢者や子育て世代の人など多世代の交流を推進します。

　○地域活動やボランティア活動を周知します。

　○すべての人にとって外出しやすいまちになるよう環境を整備します。

働いていても空いた
時間でできる地域の活動が
あれば始めてみたいです。

近所づきあいが少ない人が
家に閉じこもりがちにならないように、

気軽に集まれるような場所が
あるとよいと思います。

企業でも、地域交流を
目的としたイベントを開催して

います。少しずつ地域の方に定着し、
喜んでもらえてうれしいです。

点字ブロックの上に
自転車を置かないようにしています。
みんなのちょっとした気遣いで
外出しやすいまちになると

よいと思います。

自分が参加している
つどいの場に地域の子ども
たちが来てくれるときは、
みんなすごく楽しんで
交流しています。

区民・関係者の声 アンケートや懇談会等でいただいた
ご意見から一部抜粋させていただきました。

地域の課題

計画期間中の区の目標

ダミー
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区内には、区民、町会・自治会、ボランティア、ＮＰＯ法人等による様々な活動が根付いて
います。区は、町会・自治会の活動を支援するとともに、地域住民相互の支え合いの活動を
推進するために、各地区で地域の課題を話し合ったり、情報交換を行う機会をつくるなど、今
後も、地域活動の活性化を図っていきます。

隣近所のつきあいや助け合いが少なくなっ
ている現在、多世代で集まって交流ができる
場は、豊かな人間関係を築くことができる貴
重な機会となっています。区では、高齢者や
子育て世代の人、障害者など、多世代の区
民が知り合うきっかけとして、身近な地域の
憩いの場・交流の場の整備を進めるとともに、
地域住民の自発的な活動を支援し、ともに支
え合う地域づくりを推進していきます。

大崎第一地区支え愛活動（事業）の様子
（子どもから高齢者までが交流）

八潮地区支え愛活動会議＊の様子

子育て交流サロンの実施

方向性（１）　地域活動等の活性化

方向性（２）　多世代による支え合いの地域づくり

施策の方向性

＊支え愛活動会議とは … 地域住民相互の助け合い活動を推進するための会議のこと。

ダミー
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地域活動やボランティア活動への参加、就業
等は、生活の質の向上や本人の生きがいづくり
につながります。しかし、地域福祉やボランティ
アに興味や関心はあっても、これまで地域の活
動などに参加していなかった人からは、地域に
おいて何をしたらよいのかわからないという意
見も聞かれます。
活動の担い手のすそ野を広げるため、活動に
関する周知を図るとともに、一人ひとりの興味
や関心に合った活動の紹介など、きめ細かな調
整や支援を行っていきます。

すべての人にとって外出しやすいまちにするた
めには、施設や設備などのハード面の整備とあわ
せて、ソフト面の様々なバリア（障壁）を取り除く
ことが重要です。
ハード面では、道路や公園等のバリアフリー化
等により、誰もが利用しやすいまちなかの整備に
努めており、今後も面的・重点的なバリアフリー
化を進めていきます。また、ソフト面では、困っ
ているときは支え合おうとする配慮や気遣いと
いった「心のバリアフリー」が重要です。
今後も、ハード面とソフト面のバリアフリーをバランスよく進めていくとともに、
ユニバーサルデザインの考え方も普及啓発していきます。

少子高齢化やインターネットの普及等による情報化など、子ども・若者をめぐる環境が大き
く変化し、社会生活を営む上で困難や新たな課題に対応できずに深刻な状況に直面している
子どもや若者がいます。区では、そのような子ども・若者とその家族への様々な施策を展開し、
地域全体で見守っていきます。

歩道のバリアフリー化

方向性（３）　社会参加を通じた生活の質の向上

方向性（５）　外出しやすいまちづくり

方向性（４）　様々な生きづらさを持つ子ども・若者への支援

高齢者多世代交流支援施設
（ゆうゆうプラザ）での多世代交流
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核家族化、少子高齢化、生活スタイルの変化等により、家庭内の生活課題に自分たちだけ
で解決することができず、相談できる人がいない、どこに相談したらよいのかわからないといっ
た理由で、困りごとを抱えたまま時間が経過してしまうことがあります。こうした状況に対して、
区では、区民が必要なときに相談できる地域に身近な窓口を設け、専門的なサービス等の公
的支援の利用等につなげてきました。

また、ダブルケア＊や 8050 問題＊など複合的な課題の解決を図るために、地域福祉を担う
多機関・多職種がそれぞれの強みや役割を活かしつつ、連携のためのしくみづくりに取り組ん
でいます。

さらに、既存の制度では対応が難しい「制度の狭間」の問題を抱える人や家族に対して、
適切な支援を届けられるよう、専門職や社会福祉法人、ＮＰＯ法人などの様々な団体と地域
住民の連携の強化を図るとともに、横断的な相談支援体制を整備していきます。

施策の柱3．  適切な支援につながるしくみをつくる

背景とねらい

＊ダブルケアとは … 介護と育児に同時に直面する世帯のこと。

＊8050 問題とは … 高齢の親と無職独身の 50 代の子どもが同居している世帯のこと。

＊多職種の連携とは … 福祉や医療などの分野でそれぞれに行っていた取り組みを、複数の

　　　　　　　　　 分野の専門職（多職種）が連携して取り組むこと。

ダミー
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　○生活の困りごとを地域で共有し、専門職対応だけでなく、地域住民と一緒に取り組める

　　しくみをつくる。

　○様々な相談機関があることの周知や、気軽に相談できる場を増やす。

　○医療、介護、福祉等の専門職が連携して相談支援にあたるしくみを充実させる。

　○様々な問題を抱える個人・家庭への包括的な支援を充実させる。

　○区民に身近な地域での相談の場を充実させます。

　○制度の狭間の支援を必要とする人や社会的に孤立している人など、

　　誰もが必要なときに相談・支援につながる体制をつくります。

　○成年後見制度への理解促進を図ります。

困ったときに
相談できる場所が
わかりやすくなると
よいと思います。

本人だけでなく、
家族も含めて

ケアしてほしいです。

新聞がたまっているなど、
近隣の方についていつもと違うと感じたら

相談窓口に連絡してもらえると
ありがたいです。

区民・関係者の声 アンケートや懇談会等でいただいた
ご意見から一部抜粋させていただきました。

地域の課題

計画期間中の区の目標
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区は、多様化する生活課題に対応するため、様々な分野の相談機関を整備し、専門性を高
めるとともに、相談者が複合的な問題を抱える場合等は、相談機関の相談員が、世帯全体の
状況に応じて分野横断的に適切な調整や連携を行う「機能連携型」の相談支援体制をとって
います。

今後は、さらに複合的な問題に対応できるよう、各相談内容や地域生活課題を包括的に受
け止める庁内の連携体制を進めていきます。

核家族化や地域のつながりの希薄化等により、家庭内の様子が近隣住民や周りの人に見え
にくくなっています。子育てや介護の負担やストレス等から虐待に発展してしまうことや、認知
症や障害等により判断能力の不十分な人が生活の中で権利が守られなくなることがあります。

区では、高齢者や障害者、子育てに関する地域の各支援機関等の相互の連携を強化し、虐
待の未然防止、早期発見、適切な支援等が行われる包括的な体制づくりに努めます。

住まいは生活の基盤となることから、すべての人が安心して住み続けられるまちとなるよう、
住まいに課題を抱える人の相談を適切な支援につなげていきます。

また、アウトリーチ＊の実施や、医療や介護の専門職の連携により、住み慣れた地域で安心
して生活できるよう、取り組んでいきます。

方向性（１）　包括的な相談支援体制の充実

方向性（２）　虐待防止と権利擁護の推進

方向性（３）　安心して住むための支援の充実

施策の方向性

＊アウトリーチとは … 地域で福祉や医療等の支援を必要とする状況にありながら専門的サービスに
　　　　　　　　　 つながっていない（中断している）人のもとに、専門家が出向くこと。

ダミー
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障害者や生活困窮者の中には、社会との関わりに関する不安など様々な生活のしづらさを
抱えている人がいます。そのような人を対象に、本人の希望、適性、状況に合わせて、本人
の自立と尊厳の確保を重視しながら、本人とその家族への包括的で継続的な支援を行ってい
きます。

公的サービスは、個々のニーズに応じて専門職や行政などにより提供されますが、住民によ
る生活支援は、住民が無理のない範囲で関わる取り組みです。住民による支え合いは、地域
の孤立や孤独をなくし、偏見や差別のない地域共生社会を実現するために大切です。既存の
制度では対応が難しい「制度の狭間」の問題を抱える人に対する支援については、区と区社
会福祉協議会が社会福祉法人、民間企業やＮＰＯ法人等、多様な機関と連携しながら、必要
な生活支援を行っていきます。

各地区の情報をまとめた
「お役立ち情報集」

「お役立ち情報集」を作成する
地域支援員交流会の様子

方向性（４）　自立のための環境づくり

方向性（５）　生活支援等福祉サービスの充実
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区は、多様化する生活課題に対応するため、様々な分野の相談機関を整備し、専門性を高
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います。

今後は、さらに複合的な問題に対応できるよう、各相談内容や地域生活課題を包括的に受
け止める庁内の連携体制を進めていきます。

核家族化や地域のつながりの希薄化等により、家庭内の様子が近隣住民や周りの人に見え
にくくなっています。子育てや介護の負担やストレス等から虐待に発展してしまうことや、認知
症や障害等により判断能力の不十分な人が生活の中で権利が守られなくなることがあります。

区では、高齢者や障害者、子育てに関する地域の各支援機関等の相互の連携を強化し、虐
待の未然防止、早期発見、適切な支援等が行われる包括的な体制づくりに努めます。

住まいは生活の基盤となることから、すべての人が安心して住み続けられるまちとなるよう、
住まいに課題を抱える人の相談を適切な支援につなげていきます。

また、アウトリーチ＊の実施や、医療や介護の専門職の連携により、住み慣れた地域で安心
して生活できるよう、取り組んでいきます。

方向性（１）　包括的な相談支援体制の充実

方向性（２）　虐待防止と権利擁護の推進

方向性（３）　安心して住むための支援の充実

施策の方向性

＊アウトリーチとは … 地域で福祉や医療等の支援を必要とする状況にありながら専門的サービスに
　　　　　　　　　 つながっていない（中断している）人のもとに、専門家が出向くこと。
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　計画内容の周知

　計画の進行管理

　計画の推進体制

地域福祉は、区民をはじめとする多様な主体の理解と協力が不可欠であるため、区が行う
様々な地域福祉事業の各種情報提供や普及啓発に努めてきました。

今後も、本計画に掲げる取り組みを実践、継続していけるよう、広報しながわや区ホームペー
ジなどを活用した広報活動を行っていきます。

本計画の進行管理については、ＰＤＣＡサイクル（計画、実行、評価、改善）を構築して行います。
本計画の施策や事業については、学識経験者や関係機関・地域関係団体の代表者、区等によっ
て構成される「地域福祉計画推進委員会」で毎年度、進捗状況の把握および評価を行います。

発行年月：2019（平成 31）年 4 月
発　　行：品川区福祉部福祉計画課
　　　　  〒140-8715　品川区広町 2－1－36
　　　　  電話 03－5742－6914（直通）
　　　　  FAX 03－5742－6797

地域福祉の推進にあたっては、地域で活動している地域関係団体、ボランティア、ＮＰＯ法
人、社会福祉法人、事業者などの様々な主体と区が協力し合うとともに、庁内の横断的な連携・
情報共有により、計画の着実な推進に努めます。

計　画
（Plan）

区の現状を踏まえ、地域福祉をどのように
進めていくか計画を立て、その方法や方策
等を定めます。

実　行
（Do）

計画の内容を踏まえ、地域住民、関係機関、
社会福祉協議会、区等で連携して事業を実
施します。

評　価
（Check）

1 年に 1回、地域福祉計画推進委員会にお
いて、計画に記載されている施策・事業の
進捗状況や結果を把握し、評価を行います。

改　善
（Action）

評価等の結果を踏まえ、必要に応じて施策
や事業の見直し等を実施します。

Action Plan

Check Do

改善 計画

評価 実行

図　ＰＤＣＡサイクルのイメージ
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